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は じ め に 

 

 

平成１１年に制定された「男女共同参画社会基本法」において、男女が性別にかかわ

りなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が２１

世紀の最重要課題として位置付けられました。 

小樽市では、男女共同参画推進のための基本計画として、平成１５年３月に「小樽市

男女平等参画基本計画」を、平成２４年３月に「第２次小樽市男女共同参画基本計画」

策定し、２０年にわたって、男女共同参画社会の実現に向けた各種施策を推進してまい

りました。 

この度、令和４年度に予定している「（仮称）第３次小樽市男女共同参画基本計画」

の策定に向け、市民の皆様に男女共同参画についての御意見や現状をお聞きし、課題を

把握するため、「男女共同参画に関する市民意識調査」を実施し、その結果を本報告書

にまとめました。 

今回の調査結果につきましては、新たな計画策定の基礎資料として活用するほか、市

民の皆様にも男女共同参画への理解を深めていただきたく、現状をお知らせするもので

す。 

最後に、この調査に御協力をいただきました多くの市民の皆様に厚くお礼を申し上げ

ますとともに、本市における男女共同参画社会の実現に向け、一層の御理解と御協力を

お願いいたします。 

 

 

 

令和４年３月 

 

小樽市長  迫  俊 哉 
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Ⅰ 調査の概要 

 

１ 調査の目的 
 

  本調査は、小樽市の男女共同参画の在り方について、市民の意見や要望を把握し、市の

特性を生かした「（仮称）第３次小樽市男女共同参画基本計画」策定のための基礎資料とす

る。また、結果を過去の調査（平成13・23年）と比較することで、今後の男女共同参画に関

する施策に反映させていくことを目的とする。 

 

２ 調査対象及び調査方法等 
 

 調査対象 小樽市内に居住する18歳以上の男女各1,000名 

 サンプル数 2,000 

 抽出方法  住民基本台帳に基づく無作為抽出（令和3年10月1日現在） 

 男女別・年齢別割付法 

 調査方法  調査対象者へ調査票を郵送し、返信用封筒での回収又は調査

票に記載の URL、QR コードからのインターネットによる回答 

 調査期間  令和3年11月8日～11月24日 

 

３ 調査の項目（※は令和３年の新規調査項目） 
 

(1) あなた自身について（6問） 

(2) 家庭や子育てについて（3問） 

(3) 仕事と生活の調和について（6問） 

(4) ＤＶ(配偶者暴力)やハラスメントについて（3問） 

(5) 防災・災害対策について（2問）※ 

(6) 男女共同参画社会の形成について（7問） 

(7) 性的マイノリティ（ＬＧＢＴ）について（2問）※ 

 

４ 回収結果 
 

(1)  配布数   2,000 

(2)  回収数（率）   681（34.1％） 

(3)  有効回収数（率）  679（34.0％） 
 

  【前回調査】調査期間：平成23年8月17日～9月26日 

       配布数   2,000 

       回収数（率）    860（43.0％） 

       有効回収数（率）   859（43.0％） 
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 (4)  回収の状況表 

 

 発 送 数 有効回収数 有効回収率 

 
うち、インターネ
ットによる回収 

合 計 数 2,000 679 48 34.0％ 

性 

別 

女 性 1,000 357 22 35.7％ 

男 性 1,000 320 26 32.0％ 

それ以外 － 2 - － 

年 

代 

別 

10・20歳代 206 39 6 18.9％ 

30歳代 179 53 10 29.6％ 

40歳代 290 85 14 29.3％ 

50歳代 316 114 11 36.1％ 

60歳代 351 148 6 42.2％ 

70歳以上 658 240 1 36.5％ 

無回答 － － - － 

 

５ 本報告書の見方について 
 
(1) グラフや図表中の数値に単位の表記がない場合は、比率（％）で表示した。 

(2) 比率は全て百分率（％）で表し、小数点以下第2位を四捨五入して、第1位までの表

記とした。したがって、合計が100％にならず、1％の範囲内で増減することがある。 

(3) グラフ中、5.0％未満の数値は表示していないものがある。 

(4) 基数となるべき実数は、ｎ＝○○○として掲載し、各比率はｎを100％として算出

した。 

(5) 回答者を限定する設問では、該当回答者数を基数ｎとして算出した。 

(6) 一人の回答者が二つ以上の回答を出してもよい設問では、各回答の比率は回答者数

で割合を算出した。 

(7) グラフや図表、本文中において、調査票で書かれていた語句を場合によって簡略し

てある。 

(8) 分析に当たり、小樽市とほぼ同じ設問を行っている国の「男女共同参画に関する世

論調査」（令和元年度）、北海道の「道民意識調査（男女平等参画について）」（平成27

年度）のデータを記載した。国の世論調査は個別面接聴取であったため、「分からない」

という回答は極端に少なく、「無回答」の項目はない。 

(9) 自由意見については、原文のとおりとした。 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ⅱ 回答者の属性 
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Ⅱ 回答者の属性（あなたのことについて） 

 

問 1 性 別 

  

 

 性別については、「女性」の割合が52.6％（357人）、「男性」が47.1％（320人）、「その他」

が0.3％（2人）となっており、男女同数で調査票を送付したが、回答率は女性の方が高くな

っている。男女の回答比率は前回調査と同じ傾向となっている。 
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問 2 年 代 

                             単位（％） 

 

 

 

 回答者の年代については、60歳以上が全体の57.1％、女性の53.0％、男性の62.2％と高く、

回答者の半数以上を占めている。 

前回調査と比較すると、60 歳代以上が 6.6％増加し、それ以外の年代は全て減少している。 
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問 3 職 業 

                                  単位（％） 

 

 

 

職業については、全体で、「自営業等」と「勤めている人」の合計の割合が55.6％で、「家事

専業」と「無職」の合計が40.7％、「学生」0.4％、「その他」2.9％となっている。 

仕事に就いている人の割合では、「常勤者」が最も高く、次いで「パート・臨時など」、「自

営業等」と続いている。 

前回調査と比較すると、全体の傾向は変わらないが、女性では「勤めている人」のうち「常

勤」の割合が減少し、「パート・臨時など」が増加している。男性では、「勤めている人」のう

ち「常勤」の割合が増加し、「パート・臨時など」が減少している。 
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問 4 世帯構成 

                             単位（％） 

 

 

 世帯構成については、「ひとり世帯」が22.2％、「夫婦（パートナー）のみ世帯」が35.3％、

「親と子ども（2世代）世帯」が31.8％、「親と子どもと祖父母（3世代）世帯」が4.0％となっ

ている。 

前回調査と比較すると、「ひとり世帯」「夫婦（パートナー）のみ世帯」の割合が減少し、

「親と子ども（2世代）世帯」「親と子どもと祖父母（3世代）世帯」が増加している。 

 

 

問 5 結婚の状況 

       

  

結婚の状況については、「既婚」62.7％、「パートナーと同居」1.5％、「離別・死別」17.4％、

「未婚」18.3％となっている。 

前回調査と比較すると、「既婚」の割合が増加し、「離別・死別」「未婚」が減少している。 
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問 6 共働きの有無 

                     

 

 

 問5で「既婚」「結婚していないがパートナーと同居」と答えた436人に共働きの有無につい

て聞いたところ、「共働きである」42.2％、「共働きではない」55.0％となっている。 

前回調査と比較すると、「共働きである」の割合が増加し、「共働きではない」が減少して

いる。 
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Ⅲ 調査結果の概要 

□ 家庭や子育てについて 

問7  結婚観、家庭観に関する意識について…P21参照 

① 結婚するかしないかは個人の自由である。 

・ 「結婚するかしないかは、個人の自由である」に同感する方は約89％となった。 

結婚に対しての考え方については、「結婚するかしないかは個人の自由である」に「同

感する」「どちらかといえば同感する」の割合が89.3％と高い傾向が見られた。 

性別で見ると、男女共に全体の割合と同じ傾向となっている。 

年代別で見ると、「同感する」「どちらかといえば同感する」の割合は、10・20歳代で

は100％となっている。「同感しない」「どちらかといえば同感しない」の割合は、年代

が上がるにつれて高い傾向となっている。 

 

② 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」だと思う。 

・ 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」に同感しない方は約52％となった。 

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という固定的性別役割分担意識については、

「同感しない」「どちらかといえば同感しない」の割合が52.3％で、「同感する」「どち

らかといえば同感する」の12.9％を上回っている。 

性別で見ると、「同感しない」「どちらかといえば同感しない」の割合は、女性の方が

高くなっている。 

年代別で見ると、「同感しない」「どちらかといえば同感しない」の割合は、10・20歳

代～50歳代で60％を超えており、特に、30歳代では75.5％と高い割合となっている。 

過去の調査と比較すると、「同感する」「どちらかといえば同感する」の割合が減少

し、「同感しない」「どちらかといえば同感しない」が増加しており、固定的性別役割

分担意識は少しずつ薄れてきている。 

北海道、国の調査と比較すると、「同感しない」「どちらかといえば同感しない」の割

合が「同感する」「どちらかといえば同感する」を上回っており、小樽市の調査と同じ

傾向となっている。 

 

③ 結婚しても、必ずしも子どもを持つ必要はない。 

・ 「結婚しても、必ずしも子どもを持つ必要はない」に同感する方は約50％となった。 

「結婚しても、必ずしも子どもを持つ必要はない」という考え方については、「同感

する」「どちらかといえば同感する」の割合が49.6％で、「同感しない」「どちらかとい

えば同感しない」の14.0％を上回っている。 

性別で見ると、「同感する」「どちらかといえば同感する」の割合は、女性の方が高く

なっている。 

年代別で見ると、「同感する」「どちらかといえば同感する」の割合は年代が若いほ

ど高くなっている。 
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④ 結婚しても相手に満足できないときは離婚すればよい。 

・ 「結婚しても相手に満足できないときは離婚すればよい」に同感する方が約49％と

なった。 

「結婚しても相手に満足できないときは離婚すればよい」という考え方については、

「同感する」「どちらかといえば同感する」の割合が48.6％で、「同感しない」「どちら

かといえば同感しない」の16.6％を上回っている。 

性別で見ると、「同感する」「どちらかといえば同感する」の割合は女性の方が高く

なっている。 

年代別に見ると、全ての年代で「同感する」「どちらかといえば同感する」の割合が

「同感しない」「どちらかといえば同感しない」を上回っている。 

 

問8  家庭内での家事分担について…P30参照 

・ 9項目の家事のうち、7項目は「妻が中心」で、除雪のみ「夫が中心」。 

「炊事」など9項目の家事分担のうち、「夫が中心」に行っているのは「除雪」のみで、

「地域活動や近所付き合い」を除く7項目は、「妻が中心」の割合が高くなっている。 

性別で見ると、ほとんどの項目で「妻が中心」と答えた割合は女性の方が高く、「妻・

夫が同程度」と答えた割合は男性の方が高くなっており、男女に意識の違いが見られ

る。 

過去の調査と比較すると、全ての項目で「妻が中心」の割合の減少が見られる。特

に、「炊事」「掃除・洗濯」「買い物」の減少が大きく、「妻・夫が同程度」の割合が増加

していることから、男性の家事への参加が増えてきていることが分かる。 

                                                   

単位（％） 

 

 

問9  子育ての考え方について…P49参照 

① 女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育てた方がよい。 

・子どもに「女、男らしさ」を望んでいる方は約43％となった。 
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「女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育てた方がよい」という考え方につ

いては、「同感する」「どちらかといえば同感する」の割合が42.8％で、「同感しない」

「どちらかといえば同感しない」の22.9％を上回っている。 

性別で見ると、「同感する」「どちらかといえば同感する」の割合は男性の方が高く

なっている。 

年代別で見ると、「同感する」「どちらかといえば同感する」の割合は年代が上がる

につれて高くなっている。 

 

② 3 歳くらいまでは母親が育てた方がよい。 

・「3歳くらいまでは母親が育てた方がよい」と考えている方は約33％となった。 

「3歳くらいまでは母親が育てた方がよい」という考え方については、「同感する」「ど

ちらかといえば同感する」の割合が33.4％で、「同感しない」「どちらかといえば同感

しない」の29.3％を上回っている。 

性別で見ると、「同感する」「どちらかといえば同感する」の割合は男性の方がやや

高くなっている。 

年代別で見ると、10・20歳代～50歳代で「同感しない」「どちらかと言えば同感しな

い」の割合が「同感する」「どちらかといえば同感する」の割合を上回っており、若い

年代ほど、その割合が高い傾向が見られる。 

 

③ 男女の区別なく育てたほうがよい。 

・「男女の区別なく育てたほうがよい」と考えている方が約59％となった。 

「男女の区別なく育てたほうがよい」という考え方については、「同感する」「どちら

かといえば同感する」の割合が58.7％と高くなっている。 

性別で見ると、「同感する」「どちらかといえば同感する」の割合は女性の方が高く

なっている。 

年代別で見ると、「同感する」「どちらかといえば同感する」の割合は、全ての年代で

高い傾向が見られる。 

 

□ 仕事と生活の調和について 

 問10 「ワーク・ライフ・バランス」という言葉の認知度について…P55参照 

   （令和3年度新規調査項目） 

・ 「ワーク・ライフ・バランス」という言葉を知っている方は全体の約34％となった。 

「ワーク・ライフ・バランス」という言葉の認知度については、「聞いたことがあり意味

も知っている」の割合が34.3％に対し、「聞いたことがない」「聞いたことはあるが、意味

は知らない」が63.4％となっている。 

 性別で見ると、男女共に全体の割合と同様の傾向になっている。 

 年代別で見ると、各年代で「聞いたことがない」「聞いたことはあるが、意味は知らない」

の割合が、「聞いたことがあり意味も知っている」を上回っている。 
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問11  生活の中における優先度について…P57参照 

① 現実 

・ 現実では、「仕事と家庭生活を優先」が約25％、「仕事を優先」が約24％となった。 

生活の中において何を優先するのか、現実に最も近いものは、「仕事と家庭生活を

優先」の割合が24.6％、次いで「仕事を優先」が23.9％、「家庭生活を優先」が20.0％

と続いている。 

性別で見ると、女性では「家庭生活を優先」、男性では「仕事を優先」の割合が最も

高くなっており、次いで「仕事と家庭生活を優先」となっている。 

年代別で見ると、「仕事を優先」の割合は10・20歳代で高く、次いで40歳代、50歳代

となっている。 

前回の調査と比較すると、「仕事と家庭生活を優先」の割合が増加している。 

国の調査と比較すると、「仕事を優先」「仕事と家庭生活をともに優先」の割合はほ

ぼ同じで、「家庭生活を優先」は小樽市の方が低くなっている。 

 

② 希望 

・ 希望では「仕事と家庭生活を優先」が約25％、「家庭生活を優先」が約20％となっ

た。 

生活の中において何を優先するのか、希望に最も近いものは、「仕事と家庭生活を

優先」の割合が25.3％、次いで「家庭生活を優先」が20.2％、「仕事と家庭生活と地域・

個人の生活を優先」が17.7％と続いている。 

性別で見ると、男女共に「家庭生活を優先」「仕事と家庭生活をともに優先」の割

合が高くなっており、「仕事を優先」は3％を下回っている。 

年代別で見ると、10・20歳代、40歳代以上で「「仕事と家庭生活をともに優先」の

割合が高い傾向となっている。 

前回の調査と比較すると、大きな変化は見られないが、「仕事を優先」の割合が減

少し、仕事とともに家庭生活などを優先することを希望する割合が増加している傾

向が見られる。 

国の調査と比較すると、「家庭生活を優先」「仕事と家庭生活をともに優先」の割

合は小樽市の方が低くなっているが、「家庭生活と地域・個人の生活をともに優先」

「仕事と家庭生活と地域・個人の生活をともに優先」は小樽市の方が高くなっている。 

 

問12  女性が職業を持つことについて…P64参照 

・ 1位「職業継続型」約47％、2位「再就職型」約25％となった。 

女性が職業を持つことについては、「職業継続型」の割合が47.4％、次いで「再就職

型」が24.9％となっている。 

性別で見ると、「職業継続型」「再就職型」の割合は女性の方が高くなっている。 

性×共働き別で見ると、「職業継続型」は共働きをしている女性で最も高く60.0％と

なっている。 
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年代別に見ると、全ての年代で「職業継続型」の割合が最も高くなっている。 

過去の調査と比較すると、「職業継続型」の割合が増加し、「結婚退職型」「出産退職

型」「再就職型」が減少してきている。 

国の調査と比較すると、「職業継続型」の割合は、小樽市の方が国より低くなってい

る。 

 

問13 女性が働き続けるための条件整備について（複数回答）…P68参照 

・  「保育・介護の施設やサービスの拡充」「育児・介護休暇制度の普及、充実」が上位を占

めた。 

女性が働き続けるための条件整備については、「保育・介護の施設やサービスの拡充」

の割合が45.4％、次いで「育児・介護休暇制度の普及、充実」が33.6％、「労働条件面

で男女差をなくす」が28.7％と続いている。 

前回調査と比較すると、上位3位の順位に変更は見られない。 

性別で見ると、男女による違いはあまり見られないが、女性の5位が「男性自身の意

識を変える」に対し、男性は「退職女性の再雇用制度の充実」となっている。 

年代別で見ると、30歳代を除いた全世代で「保育・介護の施設やサービスの拡充」、

30歳代では「労働時間短縮や休日増加の推進」の割合が最も高くなっている。 

 

問14  男性が育児休業や介護休業を取ることについて…P71参照 

① 育児休業 

・ 「家族として当然である」が約48％、「ほかに子育てをする者がいない場合はやむ

を得ない」が約44％となった。 

男性が育児休業を取ることについては、「家族として当然である」が47.9％、次いで

「ほかに子育てをする者がいない場合は取ることもやむを得ない」の割合が44.3％、と

なっている。 

性別で見ると、男女共に全体と同じ傾向となった。  

年代別で見ると、「家族として当然である」の割合は、50歳代までは最も高くなって

いるが、60歳以上では「ほかに介護をする者がいない場合は、取ることもやむを得な

い」の割合が高くなっている。 

前回調査との比較では、「家族として当然である」「ほかに子育てをする者がいない

場合は、取ることもやむを得ない」の割合が増加している。 

② 介護休業 

・ 「家族として当然である」が約51％、「ほかに介護をする者がいない場合はやむを

得ない」が約42％となった。 

男性が介護休業を取ることについては、「家族として当然である」が51.3％、次い

で「ほかに介護をする者がいない場合は、取ることもやむを得ない」の割合が42.0％、

となっている。 

性別で見ると、男女共に全体と同じ傾向となった。 
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年代別で見ると、「家族として当然である」の割合は、60歳代までは最も高くなっ

ているが、70歳以上では「ほかに介護をする者がいない場合は、取ることもやむを得

ない」の割合が高くなっている。 

前回調査との比較では、「家族として当然である」「ほかに介護をする者がいない場

合は、取ることもやむを得ない」の割合が増加している。 

 

問15  男性が家事、子育てなどに参加するために必要なことについて（複数回答） 

…P77参照 

・ 「夫婦などでコミュニケーションを図る」「労働時間短縮などで余暇時間を持てるよ

うにする」が上位を占めた。 

男性が家事、子育てなどに参加するために必要なことについては、「夫婦などでコミ

ュニケーションを図る」の割合が46.1％と最も高く、次いで「労働時間短縮などで余

暇時間を持てるようにする」が43.6％、「男性自身の抵抗感をなくす」が28.9％と続い

ている。 

前回調査と比較すると、各項目の順位に変更はなく、傾向は変わっていない 

性別で見ると、男女共に1位が「夫婦などでコミュニケーションを図る」、2位が「労

働時間短縮などで余暇時間を持てるようにする」となっている。 

年代別で見ると、各年代で「夫婦などでコミュニケーションを図る」「労働時間短縮

などで余暇時間を持てるようにする」が上位を占めている。 

 

□ ＤＶ（配偶者暴力）やハラスメントについて 

 問16 「配偶者暴力防止法（ＤＶ防止法）」という言葉の認知度について…P80参照 

（令和3年新規調査項目） 

・ 「配偶者暴力防止法（ＤＶ防止法）」という言葉を知っている方は全体の約87％となった。 

「配偶者暴力防止法（ＤＶ防止法）」という言葉の認知度については、「聞いたことがあ

り意味も知っている」の割合が87.2％に対し、「聞いたことがない」「聞いたことはあるが、

意味は知らない」が11.3％となっている。 

 性別で見ると、男女共に全体の割合と同様の傾向になっている。 

 年代別で見ると、各年代で「聞いたことがあり意味も知っている」の割合が高いが、10・

20歳代、30歳代で「聞いたことがない」「聞いたことはあるが、意味は知らない」の割合が

高い傾向にある。 

 

 問17 ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス、配偶者などからの暴力）やセクハラ（セクシ

ュアル・ハラスメント、性的嫌がらせ）について…P82参照 

  ① ＤＶ 

   ・被害経験は全体で約6％、「被害を受けた人を知っている」は全体で約18％となった。 

ＤＶについては、「身近に被害を受けた人はいない」の割合が55.2％で半数を超えて

おり、「被害を受けた人を知っている」が18.4％、「自分が直接被害を受けたことがあ
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る」が5.7％となっている。 

性別で見ると、「自分が直接被害を受けたことがある」の割合が女性7.6％、男性3.4％

となっている。 

② セクハラ 

・ 被害経験は全体で約7％、女性対男性の比率は4対1となった。 

セクハラについては、「身近に被害を受けた人はいない」の割合が51.8％で半数を超

えており、「被害を受けた人を知っている」が14.6％、「自分が直接被害を受けたこと

がある」が7.1％となっている。 

性別で見ると、「自分が直接被害を受けたことがある」の割合が女性10.9％、男性

2.5％となっている。 

  

 問18 性犯罪、売買春（援助交際など）、ＤＶ、セクハラなどの暴力をなくすためにはどう

したらよいか（複数回答）…P87参照 

  ・ 1位は「法律や制度の制定や見直し」となった。 

      ＤＶ等の暴力をなくすためにどうしたらよいかについては、「法律や制度の制定や見

直し」「捜査や裁判で女性担当者を増やす」「被害者のための相談所の整備」の割合が

40％を超えている。 

過去の調査と比較すると、上位項目の入れ替わりはなく、傾向は変わっていない。 

性別で見ると、男女共に「法律や制度の制定や見直し」の割合が60％を超えている。 

年代別で見ると、各年代で「法律や制度の制定や見直し」が1位となっている。 

 

□ 防災・災害対策について 

 問19 防災・災害対策分野で性別に配慮した対応の必要性について…P91参照 

（令和3年新規調査項目） 

・ 性別に配慮した対応が必要と考える方は、全体の約83％となった。 

防災・災害対策分野で性別に配慮した対応の必要性については、「必要がある」の割合が

51.5％、「どちらかと言えば必要がある」が31.7％、「必要ない」が3.4％、「どちらかと言

えば必要ない」が3.1％となっている。 

性別で見ると、男女共に全体の割合と同様の傾向となり、「必要である」「どちらかと言

えば必要である」の合計割合は80％を超えている。 

年代別で見ると、10・20歳代～60歳代の幅広い年代で「必要がある」「どちらかと言えば

必要である」の割合が80％を超えている。 

 

 問20 防災・災害対策分野で、性別に配慮した対応のために必要なことについて…P93参照 

（令和3年新規調査項目） 

  ・ 「防災計画・避難所運営マニュアルに男女共同参画の視点を反映」「避難所運営に男女共

同参画の視点を反映」が上位を占めた。  

    防災や災害対策の分野において、性別に配慮した対応のために必要なことについては、
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「防災計画・避難所運営マニュアルに男女共同参画の視点を反映」「避難所運営に男女共同

参画の視点を反映」の割合が65％を超えている。 

   性別で見ると、女性では「防災計画・避難所運営マニュアルに男女共同参画の視点を

反映」の割合が最も高く、男性では「避難所運営に男女共同参画の視点を反映」が最も

高くなっている。 

   年代別で見ると、各年代で「防災計画・避難所運営マニュアルに男女共同参画の視点を

反映」「避難所運営に男女共同参画の視点を反映」が上位となっている。 

 

□ 男女共同参画社会の形成について 

 問 21 「男女共同参画社会」という言葉の認知度について…P96 参照 

（令和 3年新規調査項目） 

  ・「男女共同参画社会」という言葉を知っている方は、全体の約 52％となった。 

男女共同参画社会という言葉の意味について聞いたところ、全体では「聞いたこと

があり、意味も知っている」の割合が 52.1％、「聞いたことはあるが、意味は知らない」

「聞いたことがない」が 45.3％であった。 

性別で見ると、「聞いたことがあり、意味も知っている」の割合は、男性の方が高く

なっている。  

年代別で見ると、40歳代を除き、各年代で「聞いたことがあり、意味も知っている」

の割合は 50％を超えているが、「聞いたことはあるが、意味は知らない」「聞いたこと

がない」の合計の割合も高い傾向にある。 

 

問22 政治や行政での女性意見の反映について…P98参照 

・ 女性は「反映されていない」、男性は「反映されている」と感じている。 

政治や行政での女性意見の反映については、「あまり反映されていない」「ほとんど

反映されていない」の割合が59.3％で、「十分反映されている」「ある程度反映されて

いる」の24.1％を大きく上回っている。 

性別で見ると、「あまり反映されていない」「ほとんど反映されていない」の割合は、

男女共に最も高いが、女性の方が男性の割合を上回っている。また、「十分反映されて

いる」「ある程度反映されている」の割合は、男性が女性を上回っており、男女で感じ

方に違いが見られる。 

年代別で見ると、各年代で「あまり反映されていない」「ほとんど反映されていない」

の割合が50％を超えている。 

過去の調査と比較すると、「十分反映されている」「ある程度反映されている」の割

合が減少し、「あまり反映されていない」「ほとんど反映されていない」の割合が大き

く増加している。 

 

問23 男女の地位の平等感について…P101参照 

・ 男女が平等であると感じている割合が高いのは「学校教育」、男性優遇は「政治」「社
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会通念や慣習」「職場」が上位となった。 

「家庭生活」など7分野における男女の地位の平等感については、平等の割合が最も

高かったのは「学校教育」で、その割合は41.8％となっている。「家庭生活」「地域活

動」「法律や制度上」で「男性の方が優遇」（「男性が非常に優遇されている」と「どち

らかといえば男性が優遇されている」の合計）の割合が50％を下回ったものの、「平等

である」の割合を上回っている。また、「職場」「政治」「社会通念や慣習」の3分野で

は、「男性の方が優遇」が60％を超えており、男性が優遇されていると感じている方が

多い。 

性別で見ると、「学校教育」以外の全ての分野で、男女共に「男性の方が優遇」の割

合が高く、女性の方が男性の割合を上回っている。また、各分野における「平等であ

る」割合は、男性が女性を上回っており、男女で感じ方に違いが見られる。 

過去の調査と比較すると、「政治」「法律や制度上」「学校教育」「地域活動」の各分野

において男性優遇の割合が増加し、「平等である」の割合が減少している。 

北海道、国の調査と比較すると、ほとんどの分野で「男性の方が優遇」の割合は小樽

市の方が低く、また、「平等である」の割合も小樽市の方が低くなっている。 

単位（％） 

 

 

 問24 社会全体で見た男女の平等感について…P124参照（令和3年新規調査項目） 

  ・男女共に、「男女平等になっていない」と感じている方が多い。 

     社会全体として男女平等になっているかについては、全体では「あまりそう思わない」

「そう思わない」の割合が63.3％で、「そう思う」「ややそう思う」の17.8％を大きく上

回っている。 

     性別で見ると、「あまりそう思わない」「そう思わない」の割合は女性の方が高く、「そ

う思う」「ややそう思う」の割合は男性の方が高くなっており、男女で感じ方に違いが

見られる。 

     年代別で見ると、各年代で、「あまりそう思わない」「そう思わない」が「そう思う」
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「ややそう思う」大きく上回っている。 

 

問25 政策等決定の場で女性が少ない理由について（複数回答）…P126参照 

・ 「男性優位の組織運営が根強い」「家事などで女性の負担が大きい」が上位を占めた。 

政策等決定の場で女性が少ない理由については、「男性優位の組織運営が根強い」の

割合が52.6％、次いで「家事、子育て、介護など女性の負担が大きい」が50.4％、「性

別役割分担などの社会通念がある」が23.0％と続いている。 

過去の調査と比較すると、上位の項目は変わらないものの、順位が入れ替わり、「男

性優位の組織運営が根強い」の割合が最も高くなっている。 

性別で見ると、女性では「家事、子育て、介護など女性の負担が大きい」の割合が最

も高くなっている。男性では「男性優位の組織運営が根強い」の割合が最も高くなっ

ている。 

年代別で見ると、各年代で「男性優位の組織運営が根強い」「家事、子育て、介護な

ど女性の負担が大きい」が上位を占めた。 

 

問26  男女共同参画社会の実現のため社会をどう変えるかについて（複数回答） 

…P129参照 

・ 「社会通念や習慣、しきたりを改める」「仕事と家庭が両立する社会構造に改める」が

上位を占めた。 

男女共同参画社会の実現のため社会をどう変えるかについては、「社会通念や習慣、

しきたりを改める」の割合が54.1％と最も高く、次いで「仕事と家庭が両立する社会

構造に改める」の割合が53.5％、「法律や制度で平等でないものを改める」が34.5％と

続いている。 

過去の調査と比較すると、順位の変更はあるもの、各調査とも「社会通念や習慣、し

きたりを改める」「仕事と家庭が両立する社会構造に改める」の割合が高くなっている。 

性別で見ると、男女共に「社会通念や習慣、しきたりを改める」「仕事と家庭が両立

する社会構造に改める」が上位となっている。 

年代別で見ると、すべての年代で「社会通念や習慣、しきたりを改める」「仕事と家

庭が両立する社会構造に改める」が上位となっている。 

 

問27  男女共同参画を進めるために市に望むことについて（複数回答）…P133参照 

・ 「安心して高齢期を迎えられる環境整備」「子育てや保育サービスの充実」が上位を

占めた。 

男女共同参画を進めるために市に望むことについては、「安心して高齢期を迎えられ

る環境の整備」の割合が54.8％と最も高く、次いで「子育てや保育サービスの充実」が

45.8％、「企業への男女平等の考え方の啓発」が36.5％と続いている。 

前回調査と比較すると、「安心して高齢期を迎えられる環境の整備」の割合が減少し、

「企業への男女平等の考え方の啓発」「学校での男女平等教育の推進」が増加している。 
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性別で見ると、男女共に「安心して高齢期を迎えられる環境の整備」の割合が最も

高く、次いで、「子育てや保育サービスの充実」となっている。 

年代別で見ると、「安心して高齢期を迎えられる環境の整備」の割合は、40歳代以上

で最も高くなっている。また、「子育てや保育サービスの充実」の割合は、30歳代以下

の子育て世代で高くなっている。 

 

□ 性的マイノリティー（ＬＧＢＴ等）について 

問28 「ＬＧＢＴ」という言葉の認知度について…P136参照（令和3年度新規調査項目） 

 ・「ＬＧＢＴ」という言葉を知っている方は、全体の約74％となった。 

  「ＬＧＢＴ」という言葉の意味については、全体では「聞いたことがあり、意味も知っ

ている」の割合が74.4％、「聞いたことはあるが、意味は知らない」「聞いたことがない」

の割合は24.3％となっている。 

  性別で見ると、「聞いたことがあり、意味も知っている」の割合は女性で75.6％、男性

で72.8％となり、男女で差は見られない。 

  年代別で見ると、若い年代ほど、「聞いたことがあり、意味も知っている」の割合が高

くなっている。 

   

問29 性的マイノリティー（ＬＧＢＴ等）の人たちが暮らしやすい社会にするために、必

要な施策について（複数回答）…P138参照（令和3年度新規調査項目） 

 ・「パートナーシップ制度の導入」「幼少期からの教育の充実」「差別を禁止する条例の制

定」が、上位を占めた。 

  性的マイノリティー（ＬＧＢＴ等）の人たちが暮らしやすい社会にするため必要な施

策について聞いたところ、「パートナーシップ制度の導入」の割合が49.5％、次いで「幼

少期からの教育の充実」が47.0％、「差別を禁止する条例の制定」が45.9％と続いている。 

  性別で見ると、女性では「パートナーシップ制度の導入」、男性では「差別を禁止する

条例の制定」の割合が最も高くなっている。 

年代別で見ると、20～50歳代では「パートナーシップ制度の導入」の割合が最も高く

なっている。 

  

□ 全体を通して 

過去の調査と比較して今回の結果を見ると、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」につ

いては、同感しない方の割合が増加し、固定的性別役割分担意識は少しずつ薄れてきてい

ることが伺われる。 

「家庭内の家事分担」については、依然として「妻が中心」の割合が高いものの、多くの

項目で減少が見られ、「妻・夫が同程度」の割合の増加から、少しずつ男性の参画が進んで

いる。 

「生活の中における優先度」については、男女共に、「仕事優先」を希望している方は2％

代であるが、現実では、女性20.4％、男性27.8％となっており、前回調査と同様に希望と現
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実にギャップが生じていることが見受けられる。 

「女性が職業を持つこと」については、「職業継続型」の割合が、平成13年調査では21.8％、

平成23年調査では39.9％、今回の調査では47.4％と確実に増加しており、女性が結婚、出

産、育児に関係なく仕事を持つ方がよいと考えている方が増えてきている。 

「男性が育児休業や介護休暇を取ること」については、「家族として当然である」の割合

が増加し、「女性が適しているので、男性は取る必要はない」「男性が取るのは体裁が悪い」

の割合がわずかとなり、男性も参画するという考えが浸透してきている。 

「政治や行政での女性意見の反映」については、「十分反映されている」「ある程度反映さ

れている」の割合が減少し、「あまり反映されていない」「ほとんど反映されていない」の

割合が増加しており、女性の意見を積極的に取り込むことが求められている。 

「男女の地位の平等感について」は、「政治」「法律や制度上」「学校教育」「地域活動」の

各分野において男性優遇の割合が増加し、「平等である」の割合が減少しており、近年の社

会全体における男女平等意識の高まりや、ジェンダー平等の考え方の広まりが、市民意識

にも反映されていることが伺われる。 

 

 

 



 

 

 

 

Ⅳ 調査結果 
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Ⅳ 調査結果 

□ 家庭や子育てについて 

問7 結婚観、家庭観に関する意識について 

あなたは、結婚、家庭、離婚についてどのように考えますか。下の選択肢から1つ選んで

番号を記入してください。 
 

① 結婚するかしないかは個人の自由である。 
 

 ⇒ 「結婚するかしないかは個人の自由である」に同感する方が約89％  

 

結婚するかしないかは個人の自由である（全体・性別・年代別）  単位（％） 

 
 

「結婚するかしないかは個人の自由である」という考え方について聞いたところ、全体では、

「同感する」「どちらかといえば同感する」の割合が89.3％と高い傾向が見られた。 

性別で見ると、「同感する」「どちらかといえば同感する」の割合は、女性で89.6％、男性で

88.7％となっている。 

年代別で見ると、「同感する」「どちらかといえば同感する」の割合は、各年代で高い傾向

にあり、10・20歳代では100％となっている。 
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結婚するかしないかは個人の自由である（性×年代別）      単位（％） 

 

 

性×年代別で見ると、「同感する」「どちらかといえば同感する」の割合が、女性の10・20歳

代、男性の10・20歳代及び30歳代で100％となるなど、各年代においても80％を超える高い割

合となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




